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表紙*交付書面用*

第69期
　

【交付書面】

定時株主総会
招 集 ご 通 知

　

開催日時
2025年6⽉26日（木曜日）午前10時

開催場所
東京都目黒区下目黒一丁目８番１号
ホテル雅叙園東京 ２階 華しずか

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役５名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
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「品質（Quality）は人格であり、安全（Safety）は協調であり、
独創（Originality）は改革である。」

経 営 理 念
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経営理念

代表取締役社長

杉 本　博 司

ごあいさつ
　株主の皆さまにおかれましては、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　このたび、代表取締役社長に就任いたしました、杉本博司でございます。株主の皆さまからのご期待に沿えるよ
う、当社のさらなる成長と発展を実現させていく所存でございます。
　ここに、第69期定時株主総会招集ご通知をご高覧いただくにあたり、ご挨拶申しあげます。
　当期は、地政学リスクが益々高まる中で、世界的なエネルギー価格の高騰や物価上昇が日本経済にも影響を及ぼ
し、当社においても主要原材料である銅価格の高止まり状態は解消されず、厳しい経営環境の1年となりました。
　このような環境下で、当社は中期経営計画2024の最終年度として、持続可能な社会への貢献と持続的な企業価値
の向上に取り組んだ結果、売上高、利益ともに最終目標を達成することができました。
　期末配当金につきましては、配当政策の基本方針に基づき、業績予想（2024年5月13日公表）を大幅に上回った
ことや現在の財政状況等を勘案して、1株あたり15円の増配を実施し、1株につき36円とすることをご提案申しあげ
ます。これにより、中間配当金の1株につき21円と合わせた年間の配当金は、1株につき57円となり、第68期の年
間配当金と比べて17円の増配となります。

　株主の皆さまにおかれましては、一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

1



2025/05/23 11:34:31 / 24181022_前澤給装工業株式会社_招集通知_交付書面用

招集ご通知

株 主 各 位 証券コード  6485
2025年６月５日

（電子提供措置の開始日　2025年５月31日）
東京都目黒区鷹番二丁目14番４号

代表取締役社長　杉本　博司

【当社ウェブサイト】
　https://www.qso.co.jp/ir/soukai.html

【東京証券取引所ウェブサイト】
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第69期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第69期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置
をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアク
セスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「前澤給装工業」または「コード」に当社
証券コード「6485」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある
「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日のご出席に代えて、インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行使することができますの
で、株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使のご案内に記載の方法により、2025年６月25日（水曜日）午後
５時30分までに行使していただきますようお願い申しあげます。

敬　具
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招集ご通知

■1 日　　時 2025年６月26日（木曜日）午前10時
■2 場　　所 東京都目黒区下目黒一丁目８番１号

ホテル雅叙園東京　２階　華しずか
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

■3 目的事項 報告事項 1. 第69期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告、連結計算書類なら
びに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第69期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類報告の件
決議事項 第１号議案　剰余金の処分の件

第２号議案　取締役５名選任の件
第３号議案　監査役１名選任の件

■4 招集にあたっての決定
事項

(1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示が
ない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

(2)インターネットおよび書面の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使
の内容を有効としてお取り扱いいたします。

(3)インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行使された内容を有効としてお
取り扱いいたします。

　● 本総会にご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあ
げます。

　● 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する
書面には記載しておりません。なお、監査役および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
①事業報告の「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要」および「会社の支配に関する基本方針」
②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
③計算書類の「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」

　● 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、修正した旨、修正前および修正後の事項を前掲の各ウェブサイトに掲載させていただきます。
　● ご来場の株主様へのお土産のご用意はございませんのでご了承願います。
　● 当日の議事内容につきましては、動画等による配信を予定しております。株主総会終了後準備が整い次第、前掲の当社ウェブサイトに掲載する

予定です。
　● その他、株主様へのご案内事項につきましては、前掲の当社ウェブサイトにてお知らせいたします。適宜最新情報をご確認くださいますようお

願い申しあげます。

記

以　上
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議決権行使のご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、切手を貼らずに
ご投函ください。

日　時 行使期限 行使期限

2025年６月26日（木曜日）
午前10時

2025年６月25日（水曜日）
午後5時30分入力完了分まで

2025年６月25日（水曜日）
午後5時30分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１・３号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者に反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見 本

※議決権行使書用紙はイメージです。

・インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いい
たします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたしま
す。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取
り扱いいたします。
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議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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剰余金処分議案

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件
　当社は、事業成⾧と業績向上を通じて、株主の皆様に対する利益還元と、多様なステークホルダーへの貢献を両立
してまいります。具体的には、各事業年度の財政状況や将来の事業展開等を総合的に勘案し、事業成⾧や地球環境の
保全を図るための投資などにも考慮し、利益還元を行うことを基本方針としております。
　このような方針の下、当期の期末配当につきましては、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。
①　配当財産の種類
　金銭といたします。

②　配当財産の割当に関する事項およびその総額
　当社普通株式１株につき36円
　総額746,554,140円
　これにより、当期の年間配当金につきましては、中間配当金１株につき21円と合わせまして、１株につき57
円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日
　2025年６月27日
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取締役選任議案

第２号議案 取締役５名選任の件

候補者
番号 氏 名 性 別 現在の当社における

地位および担当等 候補者属性 取締役会
出席状況

１
す ぎ

杉
も と

本
 

　
ひ ろ

博
し

司 男 性 代表取締役社長 再 任
　

14回／14回
（出席率100％）

2
た に

谷
ぐ ち

口
 

　
よ う

陽
い ち

一
ろ う

郎 男 性 常務取締役管理本部長 再 任
　

14回／14回
（出席率100％）

3
あ お

青
き

木
 

　
え い

栄
い ち

一 男 性 取締役生産本部長兼
福島工場長 再 任

　
14回／14回

（出席率100％）

4
い い

飯
じ ま

島
 

　
や す

康
お

夫 男 性 社外取締役 再 任 社 外 独 立
　

14回／14回
（出席率100％）

5
く ま

熊
ざ き

﨑
 

　
み

美
す ぎ

杉 女 性 社外取締役 再 任 社 外 独 立
　

14回／14回
（出席率100％）

再 任 再任取締役候補者 新 任 新任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 証券取引所等の定めに基づく独立役員

　取締役6名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役５名の選任をお願いする
ものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

7
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取締役選任議案

候 補 者 番 号

1
す ぎ

杉
も と

本
 

　
ひ ろ

博
し

司
再 任

所有する当社株式の数 23,426株
　

1964年6月15日生　性別：男性　在任期間：6年　取締役会出席状況：14回/14回（出席率100％）
　

略歴、当社における地位、担当
　

    1989年    4月 当社入社
    2003年    4月 当社広島営業所長
    2010年    10月 当社執行役員営業本部中四国ブロック長
    2014年    7月 当社執行役員西日本営業部関西・中四国支店長
    2015年    10月 当社経営管理部門経営管理部長
    2017年    4月 当社事業企画部長
    2019年    6月 当社取締役営業部門担当住宅設備営業統括部長

    2021年    10月 当社取締役営業本部長
    2023年    6月 当社常務取締役営業本部長
    2025年    4月 当社代表取締役社長（現任）

　

取締役候補者とした理由
杉本博司氏は、当社において主として営業拠点の責任者等を経験した後、2015年から経営管理部長、2019年取締役営業部門担当住宅設備営
業統括部長、2023年からは常務取締役営業本部長等営業部門の要職を歴任し、2025年4月の代表取締役社長就任後は、当社の経営を主導す
る重責を担っております。取締役会は、それらの豊富な経験と実績から、引き続き当社の持続的な成長と企業価値向上の実現のために必要な
人材であると判断し、取締役候補者といたしました。

　

8
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取締役選任議案

候 補 者 番 号

2
た に

谷
ぐ ち

口
 

　
よ う

陽
い ち

一
ろ う

郎
再 任

所有する当社株式の数 21,526株
　

1962年8月5日生　性別：男性　在任期間：6年　取締役会出席状況：14回/14回（出席率100％）
　

略歴、当社における地位、担当
　    1986年    4月 株式会社協和銀行（現 株式会社りそな銀行）入行

    2013年    4月 株式会社りそな銀行 九段支店統括部長（支店長）
    2016年    4月 青木あすなろ建設株式会社入社

東京建築本店営業第二部営業部長
    2016年    9月 当社入社
    2016年    12月 当社経理部長
    2019年    6月 当社取締役管理部門担当管理統括部長兼経理部長

    2020年    6月 当社取締役管理部門担当管理統括部長
    2021年    10月 当社取締役管理本部長
    2025年    4月 当社常務取締役管理本部長（現任）

　

取締役候補者とした理由
谷口陽一郎氏は、金融機関等で培った知見やマネジメント経験等を活かし経理部長として当社の経理・財務業務を統率し、2019年から取締役
管理部門担当管理統括部長、2021年取締役管理本部長、2025年4月からは常務取締役管理本部長として当社管理部門を統括しております。
取締役会は、それらの豊富な経験と実績から、引き続き当社の持続的な成長と企業価値向上の実現のために必要な人材であると判断し、取締
役候補者といたしました。

　
候 補 者 番 号

3
あ お

青
き

木
 

　
え い

栄
い ち

一
再 任

所有する当社株式の数 20,289株
　

1966年9月12日生　性別：男性　在任期間：2年　取締役会出席状況：14回/14回（出席率100％）
　

略歴、当社における地位、担当
　    1990年    2月 当社入社

    2010年    10月 当社大阪営業所長
    2019年    2月 当社関西・中部エリア統括部長
    2019年    12月 当社生産企画部長
    2021年    10月 当社執行役員福島工場長
    2023年    6月 当社取締役生産本部長
    2025年    4月 当社取締役生産本部長兼福島工場長（現任）

　
取締役候補者とした理由
青木栄一氏は、当社において主要な営業拠点の責任者をはじめとして営業部門および生産部門の要職を歴任し、2021年から執行役員福島工場
長、2023年取締役生産本部長、2025年4月からは取締役生産本部長兼福島工場長として当社生産部門を統括しております。取締役会は、そ
れらの豊富な経験と実績から、当社の持続的な成長と企業価値向上の実現への貢献を期待できる人材であると判断し、取締役候補者といたし
ました。

　
9
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取締役選任議案

候 補 者 番 号

４
い い

飯
じ ま

島
 

　
や す

康
お

夫
再 任 社 外 独 立

所有する当社株式の数 －株
　

1968年６月11日生　性別：男性　在任期間：5年　取締役会出席状況：14回/14回（出席率100％）
　

略歴、当社における地位、担当
　    2000年    4月 弁護士登録

    2000年    4月 紀尾井町法律事務所 弁護士（現任）
    2015年    4月 第二東京弁護士会副会長
    2015年    6月 パルシステム生活協同組合連合会 員外監事（非常勤）
    2020年    6月 当社社外取締役（現任）

    2023年    6月 パルシステム共済生活協同組合連合会 員外監事（非常
勤）（現任）

（重要な兼職の状況）
紀尾井町法律事務所 弁護士
パルシステム共済生活協同組合連合会 員外監事（非常勤）

　
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
飯島康夫氏は、弁護士としての法務に関する識見に加え、生活協同組合連合会の員外監事を務める等の経験を有しております。取締役会は、
それらの経験と実績に基づく同氏の専門的・客観的視点からの助言等が、引き続き当社の中長期的な企業価値の向上および取締役会の監督機
能向上に活かされることを期待し、社外取締役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、報酬諮問委員会および指名委員会の
委員として、当社取締役会の諮問に対し、客観的・中立的立場で審議に関与していただく予定です。なお、同氏は、過去に直接会社経営に関
与したことはありませんが、上記理由から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

　
候 補 者 番 号

５
く ま

熊
ざ き

﨑
 

　
み

美
す ぎ

杉
再 任 社 外 独 立

所有する当社株式の数 500株
　

1959年7月27日生　性別：女性　在任期間：3年　取締役会出席状況：14回/14回（出席率100％）
　

略歴、当社における地位、担当
　    1978年    4月 関東信越国税局入職

    2016年    7月 本庄税務署長
    2019年    7月 川越税務署長（2020年７月退職）
    2020年    8月 税理士登録
    2020年    8月 熊﨑美杉税理士事務所 税理士（現任）
    2021年    4月 関東信越税理士会審理室 副主管（現任）
    2021年    6月 社会福祉法人聖徳会 監事（現任）

    2022年    6月 当社社外取締役（現任）
    2022年    8月 シグマ光機株式会社 社外監査役（現任）

（重要な兼職の状況）
熊﨑美杉税理士事務所 税理士
関東信越税理士会審理室 副主管
社会福祉法人聖徳会 監事
シグマ光機株式会社 社外監査役　

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
熊﨑美杉氏は、国税局において税務署長等の要職を歴任され、その中で培ったマネジメント能力や税務に関する専門的知見に加え、同局退職
後においては税理士および社会福祉法人の監事を務める等の経験を有しております。取締役会は、それらの実績と経験に基づく同氏の専門
的・客観的立場からの助言等が、引き続き当社の中長期的な企業価値の向上および取締役会の監督機能向上に活かされることを期待し、社外
取締役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、報酬諮問委員会および指名委員会の委員として、当社取締役会の諮問に対
し、客観的・中立的立場で審議に関与していただく予定です。なお、同氏は、過去に直接会社経営に関与したことはありませんが、上記理由
から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
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取締役選任議案

(注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 各再任候補者の在任期間は当社取締役就任から本株主総会終結の時までの期間を、取締役会出席状況は当事業年度に開催された取締役会のうち、在任期間中に開催

された取締役会に対する出席状況を、それぞれ記載しております。
3. 飯島康夫氏が2023年6月まで員外監事として在任していたパルシステム生活協同組合連合会（以下「同連合会」といいます。）は、「下請代金支払遅延等防止法

（以下「下請法」といいます。）」上の下請事業者に該当する5社に対し、2023年4月から2024年6月までの間、代金の一部を減額して支払ったことが下請法違反
にあたるとして、2024年9月、公正取引委員会より同法に基づく勧告を受けました。同氏は、2023年6月に同連合会の員外監事を退任しており、本違反行為が判
明するまでその事実を認識しておりませんでしたが、在任期間においては、法令遵守およびコンプライアンス徹底の視点に立った指摘・提言を行う等、その職責を
果たしておりました。

4. 当社は、飯島康夫氏および熊﨑美杉氏との間で、会社法第427条第１項および定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して
おります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としており、再任が承認された場合には本契約を継続する予定であります。

5. 当社は、飯島康夫氏および熊﨑美杉氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏の再任が承認された場
合は、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

6. 当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金および争訟費用等の損害を填補することとしております。
各候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなり、また、当該保険契約は次回更新時においても同様の内容での更新を予定して
おります。
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監査役選任議案

第３号議案 監査役１名選任の件

と み

富
た

田
 

　
く に

邦
あ き

明
新 任

所有する当社株式の数 3,125株
　

1965年3月1日生　性別：男性

　

略歴、当社における地位
1987年  4月 当社入社
2007年  4月 当社特販部設備グループ グループリーダー
2014年  7月 当社特販営業部 集合営業課長
2015年  4月 QSOインダストリアル株式会社出向 同社取締役
2022年10月 当社設備営業部 副部長
2025年  4月 当社監査室（現任）

　
監査役候補者とした理由
富田邦明氏は、当社において営業部門の課長等を歴任し、2015年から当社子会社の取締役、2022年当社設備営業部副部長、2025年4月から
は監査室において監査業務を担っております。取締役会は、それらの豊富な経験と実績から、監査役として当社経営の健全性確保への貢献を
期待できる人材であると判断し、監査役候補者といたしました。

　

　監査役　黒谷潤氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、新たに監査役１名の選任をお願いするものであ
ります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

(注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 富田邦明氏が監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項および定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約

を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。
3. 当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金および争訟費用等の損害を填補することとしております。

富田邦明氏が監査役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなり、また、当該保険契約は次回更新時においても同様の内容での更新を
予定しております。
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スキルマトリックス

氏 名

各取締役・監査役に期待する主なスキルおよび就任予定委員会委員

経営・事業
戦略

営業・
マーケティング 開発・生産 財務・会計 人材開発

法務・
コンプライ

アンス

報酬諮問
委員会

指名
委員会

取締役
す ぎ

杉
も と

本
 

　
ひ ろ

博
し

司
○ ○ ○ ○ ○ ○

取締役
た に

谷
ぐ ち

口
 

　
よ う

陽
い ち

一
ろ う

郎
○ ○ ○ ○ ○

取締役
あ お

青
き

木
 

　
え い

栄
い ち

一
○ ○ ○ ○ ○

社外取締役
い い

飯
じ ま

島
 

　
や す

康
お

夫
○ ○ ○ ○

社外取締役
く ま

熊
ざ き

﨑
 

　
み

美
す ぎ

杉
○ ○ ○ ○ ○

監査役
と み

富
た

田
 

　
く に

邦
あ き

明
○ ○ ○ ○

社外監査役
い

伊
と う

藤
 

　
ひ ろ

広
き

樹
○

社外監査役
さくら

櫻
い

井
 

　
ひ で

秀
の り

憲
○ ○ ○

（ご参考）
第2号議案および第3号議案が原案どおり承認可決された場合における本総会後の各取締役・監査役に期待する主な
スキルおよび就任予定委員会委員は次のとおりであります。

以　上
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直前3事業年度の財産および損益の状況

事業報告（2024年4月1日から2025年3月31日まで）

1 企業集団の現況

区分 第 66 期
2022年３月期

第 67 期
2023年３月期

第 68 期
2024年３月期

第 69 期(当連結会計年度)
2025年3月期

売上高(百万円) 28,789 31,008 32,008 31,957
親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円) 1,498 1,433 1,681 2,379

１株当たり当期純利益(円) 67.25 64.76 78.12 113.58
総資産(百万円) 45,619 44,643 45,965 45,998
純資産(百万円) 37,630 38,225 39,039 39,754
1株当たり純資産額(円) 1,695.48 1,737.00 1,840.77 1,917.02

2022年
3月期

28,789

2023年
3月期

31,008

2024年
3月期

32,008

2025年
3月期

31,957

■売上高 (百万円) 

2022年
3月期

2023年
3月期

2024年
3月期

2025年
3月期

1,498 1,433
1,681

2,379
■親会社株主に帰属する
　当期純利益 (百万円) 

2022年
3月期

2023年
3月期

2024年
3月期

2025年
3月期

67.25 64.76
78.12

113.58
■１株当たり当期純利益 (円) 

2022年
3月期

2023年
3月期

2024年
3月期

2025年
3月期

45,619 44,643 45,965 45,998

■総資産 (百万円) 

2022年
3月期

2023年
3月期

2024年
3月期

2025年
3月期

37,630 38,225 39,039 39,754
■純資産 (百万円) 

2022年
3月期

2023年
3月期

2024年
3月期

2025年
3月期

1,695.48 1,737.00 1,840.77
1,917.02

■1株当たり純資産額 (円) 

(1) 直前3事業年度の財産および損益の状況

(注) １株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均株式数により、１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
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当事業年度の事業の状況

(2) 当事業年度の事業の状況
① 事業の経過および成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善等を背景に緩やかな回復基調で推移しまし
たが、米国の通商政策や物価上昇等、依然として先行き不透明な状況が続いております。
　このような経済状況下、当社グループは、給水装置事業におきましては、水道事業体が発注する配水管布
設替工事への、着実な当社製品の納入を継続して確保しつつ、あわせて耐震性や施工性に優れた製品の提案
活動に注力いたしました。また、主要原材料である銅の価格や電気等のエネルギー費、輸送コスト等を注視
し、適切に販売価格に反映させ収益を確保してまいりました。
　住宅・建築設備事業におきましては、ハウスメーカーなど販売チャネルの拡大や空調分野向け製品の販売
展開を引き続き推進してまいりました。また、減少基調にある新設住宅着工戸数に対し、需要の確実な捕捉
に努めてまいりました。
　さらに、当社グループにおける事業の効率化及び経営資源の選択と集中を目的とし、2025年１月１日付
で連結子会社である前澤給装（南昌）有限公司の全持分を譲渡し、また、2025年４月１日付で連結子会社
であるＱＳＯインダストリアル株式会社を吸収合併いたしました。
　これらの結果、当連結会計年度の連結業績は、売上高319億57百万円（前期比0.2%減）、営業利益30億
46百万円（同23.5%増）、経常利益31億84百万円（同22.6%増）、親会社株主に帰属する当期純利益23
億79百万円（同41.5%増）となりました。

② 設備投資の状況
　当連結会計年度の当社グループの設備投資額は、10億18百万円であり、その主なものは生産用設備２億
89百万円、販売システムの更新２億17百万円であります。
　なお、当連結会計年度の所要資金は、主に自己資金で賄いました。
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当事業年度の事業の状況

　給水装置事業におきましては、新設住宅着工戸数は
前期比を下回ったものの、販売価格改定効果により、
売上高は前期比0.4％増の170億70百万円となりまし
た。セグメント利益は、主要原材料である銅の価格が
高騰しているものの、販売価格の改定効果により、前
期比5.7％増の53億81百万円となりました。

前期比

5.7％増 

セグメント利益

53億81百万円
5,090 5,381

2024年
3月期

2025年
3月期

0.4％増 

売上高

前期比

170億70百万円

2024年
3月期

2025年
3月期

17,006 17,070

　住宅・建築設備事業におきましては、新設住宅着工
戸数が低調に推移したことにより、売上高は前期比
0.3％減の123億16百万円となりました。セグメント利
益は、販売価格改定効果により前期比8.6％増の21億
28百万円となりました。

2024年
3月期

2025年
3月期

1,959 2,12812,350 12,316

2024年
3月期

2025年
3月期

前期比

8.6％増 

セグメント利益

21億28百万円

0.3％減 

売上高

前期比

123億16百万円

　商品販売事業におきましては、鋳鉄商品の販売が減
少したことから、売上高は前期比3.0％減の25億70百
万円、セグメント利益は３億11百万円となりました。

259
311

2024年
3月期

2025年
3月期

2,651 2,570

2024年
3月期

2025年
3月期

前期比

20.3％増 

セグメント利益

3億11百万円

3.0％減 

売上高

前期比

25億70百万円

事業別の概況
各セグメントの業績は次のとおりであります。

給水装置事業

住宅・建築設備事業

商品販売事業
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屋内配管ユニット

メータセット
戸建住宅用

ステンレス製
サドル付分水栓

追い焚き用
ペアチューブ

ステンレス製継手

PE継手

架橋ポリエチレン管

ステンレス製
ボール止水栓

メータバイパス
ユニット

メータセット
集合住宅用逆ボ弁給湯器用

QS
ジョイントクリア

KP継手

サドル付分水栓

配 水 管

配 水 管

給
水
管

給
水
管

床暖房用温水マット
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わたしたちの製品（１頁目）

わたしたちの製品 Products

「きれいな水」「安全な水」「おいしい水」をお届けすることが私たちの使命です。
　私たちの生活になくてはならない水。その水をお届けするための水道用給水装置は、生活に欠かせない重要なもの
です。前澤給装工業は給水装置のトップメーカーとして、水道用給水装置から屋内給水給湯配管、床暖房製品に至る
まで、ライフラインに関わる製品を高度な技術と、しなやかな発想で創り出し、皆さまにご提供しております。

17



屋内配管ユニット

メータセット
戸建住宅用
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サドル付分水栓

追い焚き用
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ステンレス製継手

PE継手

架橋ポリエチレン管

ステンレス製
ボール止水栓

メータバイパス
ユニット

メータセット
集合住宅用逆ボ弁給湯器用

QS
ジョイントクリア

KP継手

サドル付分水栓

配 水 管

配 水 管

給
水
管

給
水
管

床暖房用温水マット
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わたしたちの製品（２頁目）
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重要な親会社および子会社の状況、対処すべき課題

会社名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

ＱＳＯインダストリアル株式会社 11百万円 100.0％ 給水・給湯システムの設計
施工、販売

(3) 重要な親会社および子会社の状況
① 親会社との関係
　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

（注）当社は、2025年１月１日付で、前澤給装（南昌）有限公司の全持分を譲渡いたしました。また、2025年４月１日付で、

　　　ＱＳＯインダストリアル株式会社を吸収合併いたしました。

(4) 対処すべき課題
　当社を取り巻く事業環境につきましては、人口減少に伴う新設需要が低減しながらも、更新や耐震といった持続性
の観点に伴う需要は拡がる傾向にあります。また社会情勢の不安定化に起因した様々な潜在リスクが顕在化している
状況にあります。さらにＣＯ２削減への取り組みなど、地球環境に一層配慮した活動が必須となっています。
　このような事業環境におきまして、当社は将来にわたり、すべての人々が安心して暮らせる社会の実現に貢献し、
広く社会から必要とされる存在であり続けることを実現するため、「収益向上への取り組み強化」「効率かつ革新を
通じた生産性の向上」「サステナビリティへの取り組み推進」を優先的に対処してまいります。

①　営業活動の強化や、適正な販売価格の適用とともに、物価高騰に起因する事業コストの抑制が必要であり、非
効率業務のシステム化などによって効率的な事業運営を実現し、収益向上を図ってまいります。

②　業務フローの見直しによる自動化・省力化を目的とした投資を優先し、会社全体が生産性の高い組織へと転換
してまいります。

③　当社「サステナビリティ基本方針」のもと、以下の重要課題(マテリアリティ)を特定し、実行してまいりま
す。

・持続可能な水道インフラへ貢献するとともに、住空間の質の向上を目指し、安全性・耐震性および施工性
に優れた製品の開発、また安定した製品の供給に取り組み、「社会との共生」を実現します。

・地球環境保護のため、再生可能エネルギーの利用促進やリサイクル材料の積極的な活用とともに、環境配
慮型製品の開発を進め、「環境との調和」を実現してまいります。

・中長期的な成長を支える優秀な社員を確保していくために、時代の流れに沿った人事管理体制や教育研修
体制を整備し、また健康経営によって働きがいのある職場環境を提供するなど、「人財の尊重」を図って
まいります。

・すべてのステークホルダーから信頼を得続けていくため、収益向上のみならず、ガバナンスやコンプライ
アンスの強化によって、「責任ある行動」をとってまいります。
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主要な事業内容、主要な営業所および工場、使用人の状況、主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項

事業区分 主要な製品等

給水装置事業 サドル付分水栓、継手、止水栓等バルブ類等の水道用給水装置製品の製造、販売

住宅・建築設備事業 給水・給湯用、暖房用等の樹脂管、樹脂管用継手、給水・給湯システムおよび関連部材等の製
造販売、住環境部材の開発、設計、製造、販売

商品販売事業 製品に関連した仕入商品の販売

(5) 主要な事業内容（2025年３月31日現在）

　当社グループは、給水装置事業、住宅・建築設備事業、商品販売事業を行っております。各事業の内容は以下のと
おりであります。

前澤給装工業株式会社
本社 東京都目黒区
営業所等 北海道 (北海道札幌市) 新潟 (新潟県新潟市)

釧路 (北海道釧路市) 甲信 (長野県松本市)
青森 (青森県青森市) 北陸 (石川県金沢市)
秋田 (秋田県秋田市) 京都 (京都府京都市)
仙台 (宮城県仙台市) 名古屋 (愛知県名古屋市)
茨城 (茨城県土浦市) 大阪 (大阪府大阪市)
栃木 (栃木県宇都宮市) 岡山 (岡山県岡山市)
群馬 (群馬県前橋市) 広島 (広島県広島市)
埼玉 (埼玉県さいたま市) 四国 (愛媛県松山市)
千葉 (千葉県千葉市) 九州 (福岡県福岡市)
東京 (東京都目黒区) 熊本 (熊本県熊本市)
東京西 (東京都羽村市) 鹿児島 (鹿児島県鹿児島市)
横浜 (神奈川県横浜市) 設備営業部 (東京都目黒区)
静岡 (静岡県静岡市) ﾘﾋﾞﾝｸﾞ・

ｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部 (東京都目黒区)

工場 福島工場 (福島県本宮市)
物流 福島物流センター(福島県本宮市)

埼玉物流センター(埼玉県北葛飾郡)
大阪物流センター(大阪府大阪市)
九州物流センター(福岡県糟屋郡)

(6) 主要な営業所および工場（2025年３月31日現在）
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主要な事業内容、主要な営業所および工場、使用人の状況、主要な借入先、その他企業集団の現況に関する重要な事項

ＱＳＯインダストリアル株式会社（連結子会社）
本社 神奈川県横浜市

使用人数 前連結会計年度末比増減

435名 48名減少

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

432名 ６名増加 42.1歳 17.0年

(7) 使用人の状況（2025年３月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

(注) 1. 使用人数は就業員数であり、嘱託、パートタイマーは含まれておりません。
2. 使用人数が前連結会計年度末と比べて48名減少しておりますが、その主な理由は、2025年１月１日付で連結子会社である前澤給装（南昌）有限公司の全持分を譲

渡したことによるものであります。

② 当社の使用人の状況

(注) 使用人数は就業員数であり、嘱託、パートタイマーは含まれておりません。

(8) 主要な借入先（2025年３月31日現在）

　該当事項はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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株式の状況

2 会社の現況

① 発行可能株式総数 92,000,000株

② 発行済株式の総数 21,500,000株(自己株式762,385株を含む)

③ 株主数 10,115名

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,873 9.04
前澤工業株式会社 1,248 6.02

前澤化成工業株式会社 1,248 6.02
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED - 

HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/C 8028-394841
1,060 5.11

日本生命保険相互会社 732 3.53

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 576 2.78

第一生命保険株式会社 576 2.78

前澤給装工業従業員持株会 573 2.77

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 489 2.36

JP MORGAN CHASE BANK 385781 401 1.94

株式数 交付対象者数

取締役（社外取締役を除く） 8,376株 4名

(1) 株式の状況（2025年３月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

(注) 1. 当社は自己株式762,385株を保有しておりますが、上記大株主（上位10名）から除いております。
2. 持株比率は自己株式（762,385株）を控除して計算しております。
3. 2022年12月9日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、重田光時氏が2022年12月2日現在で1,340千株の株式を保有している旨が記載されてお

りますが、当社として当事業年度末現在における実質保有株式数の確認ができませんので、上記大株主には含めておりません。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

(注) 上記は、譲渡制限付株式報酬であります。
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会社役員の状況

地位 氏名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長 谷　合　祐　一
常務取締役 杉　本　博　司 営業本部長

取締役 谷　口　陽一郎 管理本部長
取締役 青　木　栄　一 生産本部長

取締役 飯　島　康　夫 紀尾井町法律事務所 弁護士
パルシステム共済生活協同組合連合会 員外監事（非常勤）

取締役 熊　﨑　美　杉

熊﨑美杉税理士事務所 税理士
関東信越税理士会審理室 副主管
社会福祉法人聖徳会 監事
シグマ光機株式会社 社外監査役

常勤監査役 黒　谷　　　潤

監査役 伊　藤　広　樹 岩田合同法律事務所 パートナー弁護士
Recovery International株式会社 社外監査役

監査役 櫻　井　秀　憲 株式会社維新キャピタルパートナーズ 代表取締役
ばんせい証券株式会社 社外監査役

氏名 異動前 異動後 異動年月日
谷合祐一 代表取締役社長 取締役 2025年4月1日
杉本博司 常務取締役営業本部長 代表取締役社長 2025年4月1日
谷口陽一郎 取締役管理本部長 常務取締役管理本部長 2025年4月1日
青木栄一 取締役生産本部長 取締役生産本部長兼福島工場長 2025年4月1日

(2) 会社役員の状況
① 取締役および監査役の状況（2025年３月31日現在）

(注) 1. 取締役飯島康夫氏および熊﨑美杉氏は、社外取締役であります。
2. 監査役伊藤広樹氏および櫻井秀憲氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、取締役飯島康夫および熊﨑美杉ならびに監査役伊藤広樹および櫻井秀憲の各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所

に届け出ております。
4. 監査役櫻井秀憲氏は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 取締役青木栄一氏は、当社の子会社であった前澤給装（南昌）有限公司の董事長を兼職しておりましたが、当社が2025年1月1日付で同社の全持分を譲渡したこと

に伴い、同日付で同社董事長を退任しております。
6. 当事業年度末日後の取締役の地位および担当等の異動は次のとおりであります。

② 責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役および各監査役とは、会社法第427条第１項および定款の規定に基づき、同法第423条第１項
の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額
としております。
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会社役員の状況

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当
該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役および監査役であり、保険料は全額当社が負担しております。当該保
険契約により、被保険者がその地位に基づいて行った不当な行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなさ
れた場合に、被保険者が負担することとなる損害賠償金および争訟費用等の損害を塡補することとされております。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であることを認識して行っ
た行為に起因して生じた損害は塡補されないなど、一定の免責事由があります。

④ 取締役および監査役の報酬等
イ．役員報酬の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年２月24日および2021年６月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に
係る決定方針を決議しております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定さ
れた報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬諮問委員会からの答申が尊重され
ていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。
a．基本方針

　当社の取締役の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利
益に連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすること
を基本方針とする。具体的には、業務執行取締役（常勤取締役）の報酬等は、固定報酬としての基本報酬および
業績連動報酬（賞与）、株式報酬（譲渡制限付株式報酬）により構成し、監督機能を担う社外取締役について
は、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

b．基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針
　当社の取締役の基本報酬の個人別の報酬は、取締役会で決議する社内の規定に基づき、月額固定金銭報酬と
し、役位、職責、在任年数に鑑みて、当社と同種類かつ同規模である相当数の企業のベンチマークにおける固定
報酬額、当社の財務状況等も考慮しながら、総合的に勘案して決定する方針とし、月額金銭報酬を支給する。

c．業績連動報酬の算定方法の決定に関する方針
　業績連動報酬（賞与）は、取締役会で決議する社内の規定に基づき、取締役の任期１年間の成果に報いる趣旨
で支給するものとし、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標を反映した金銭報酬とし、
各事業年度の目標値に対する達成度合い等、また当社と同種類かつ同規模である相当数の企業のベンチマークに
おける報酬総額などを参考に算出する方針とし、毎年、定時株主総会終了の日を含めて１週間以内に支給するも
のとする。
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d．株式報酬の算定方法の決定に関する方針
　株式報酬（譲渡制限付株式報酬）は、取締役会で決議する社内の規定に基づき、対象取締役に対して当社の企
業価値の持続的な向上を図る中長期的なインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進
める事を目的に、業績、役位、職責などを総合的に勘案の上算出する方針とし、当該株式を１事業年度に１回、
取締役会決議により定める日に支給する。

e．基本報酬、業績連動報酬、株式報酬の額の取締役の個人別報酬の額に対する割合の決定に関する方針
　業務執行取締役（常勤取締役）の種類別の報酬等割合については、定めないものとする。ただし、定性的な観
点から、取締役会が報酬諮問委員会（以下、「委員会」という。）に取締役の個人別報酬の額を諮問し、委員会
では、当社と同種類かつ同規模である相当数の企業のベンチマークにおける報酬等総額、その種類別の報酬割合
等も踏まえた原案を作成する。取締役会においては、委員会の答申にある種類別の取締役個人別報酬の額を尊重
する考えとする。

f．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項
　取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会が委員会に原案作成を諮問し、委員会の答申を得るもの
とし、取締役会は当該答申の内容を尊重し、決議しなければならないものとする。
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区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数（名）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
（うち社外取締役）

185
（12）

133
（12）

40
（－）

11
（－）

6
（2）

監査役
（うち社外監査役）

21
（9）

21
（9）

－
（－）

－
（－）

3
（2）

合計
（うち社外役員）

206
（21）

154
（21）

40
（－）

11
（－）

9
（4）

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額

(注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬等の額には、以下のものが含まれております。

当事業年度における役員賞与引当金の繰入額
取締役：４名　40百万円

3. 業績連動報酬等にかかる業績指針は営業利益であり、その実績は3,046百万円であります。当該指標を選択した理由は、業績向上への意欲を高めるとともに、各事
業年度の成果を適切に反映していると考えているためであります。当社の業績連動報酬は、取締役会で決議した規定に基づき、会社の業績に応じて、株主総会で決
議された総額の範囲内で算定し、報酬諮問委員会の答申を経て、取締役会で決定しております。

4. 非金銭報酬等の内容は当社の譲渡制限付株式報酬であります。割当ての際の条件等は「イ．役員報酬の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。また、当
事業年度における交付状況は「2.（1）⑤当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。なお、金額は譲渡制限付
株式報酬に係る当事業年度における費用計上額を記載しております。

5. 取締役の報酬限度額は、2007年６月27日開催の第51期定時株主総会において年額285百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいておりま
す。
当該株主総会終結時点の取締役の員数は、６名（うち、社外取締役は０名）です。
また、基本報酬、業績連動報酬とは別枠で、2021年６月25日開催の第65期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬の額として年額30百万円以内（発行また
は処分する普通株式の総数は年50,000株を上限）とする旨、決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、６名（うち、社外取締役は２名）
です。

6. 監査役の報酬限度額は、2007年６月27日開催の第51期定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。
当該株主総会終結時点の監査役の員数は、４名（うち、社外監査役は３名）です。
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氏名 出席状況、発言状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 飯　島　康　夫

当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席し、主に弁護士としての専門的、客観的見地
から適宜必要な発言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な役割を果た
しております。また、報酬諮問委員会および指名委員会の委員長として、当事業年度に開催され
た報酬諮問委員会2回、指名委員会5回の全てに出席し、独立した客観的立場からそれぞれの審議
を主導しております。

取締役 熊　﨑　美　杉

当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席し、主に税理士としての専門的、客観的見地
から適宜必要な発言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な役割を果た
しております。また、報酬諮問委員会および指名委員会の委員として、当事業年度に開催された
報酬諮問委員会2回、指名委員会5回の全てに出席し、独立した客観的立場からそれぞれの審議に
参画しております。

監査役 伊　藤　広　樹 当事業年度に開催された取締役会14回、監査役会13回の全てに出席し、主に弁護士としての専
門的見地から適宜必要な発言を行っております。

監査役 櫻　井　秀　憲 当事業年度に開催された取締役会14回、監査役会13回の全てに出席し、主に公認会計士および
企業経営者としての専門的見地から適宜必要な発言を行っております。

⑤ 社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

　取締役飯島康夫氏は、紀尾井町法律事務所の弁護士であり、パルシステム共済生活協同組合連合会の員外監事で
あります。当社と各兼職先との間に特別の関係はありません。
　取締役熊﨑美杉氏は、熊﨑美杉税理士事務所の税理士、関東信越税理士会審理室の副主管、社会福祉法人聖徳会
の監事およびシグマ光機株式会社の社外監査役であります。当社と各兼職先との間に特別の関係はありません。
　監査役伊藤広樹氏は、岩田合同法律事務所のパートナー弁護士であり、Recovery International株式会社の社外
監査役であります。当社と各兼職先との間に特別の関係はありません。
　監査役櫻井秀憲氏は、株式会社維新キャピタルパートナーズの代表取締役であり、ばんせい証券株式会社の社外
監査役であります。当社と各兼職先との間に特別の関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
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支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 42百万円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 42百万円

(3) 会計監査人の状況
① 名称　　　　　　　　　　有限責任 あずさ監査法人

② 報酬等の額

(注) 1. 当社の重要な子会社のうち、前澤給装(南昌)有限公司は、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の監査を受けております。なお、2025年１月１日付で
前澤給装(南昌)有限公司の全持分を譲渡したため、事業年度末時点では、連結の範囲から除外しております。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分でき
ませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

3. 当社監査役会は、日本監査役協会「会計監査人との連携に関する実務指針」および「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ監
査役会が定めた「会計監査人の選定および評価基準」に基づき監査計画の内容および監査報酬見積りの算出根拠等を確認、検討した結果、監査報酬等の額は適切で
あると判断致しました。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　当社監査役会は、会社法第340条第１項各号に掲げるいずれかの事由が発生し、会計監査人が職務を適切に遂行す
ることが困難と認められた場合は、監査役の全員の同意により会計監査人を解任することができます。また、法定解
任事由に該当する事実がある場合のほか、会計監査人の独立性、信頼性、効率性等を評価し、より適正な監査を期待
できる会計監査人の選任が適切と判断した場合は、株主総会に提出される会計監査人の解任または不再任に関する議
案の内容を決定します。
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連結貸借対照表（2025年3月31日現在）

資産の部

科目 金額
流動資産 29,934
現金及び預金 10,123
受取手形 803
売掛金 3,635
電子記録債権 6,481
有価証券 200
商品及び製品 7,016
仕掛品 82
原材料及び貯蔵品 1,263
その他 327
固定資産 16,063
有形固定資産 7,840
建物及び構築物 1,902
機械装置及び運搬具 910
土地 4,614
建設仮勘定 238
その他 174

無形固定資産 593
ソフトウェア 393
のれん 197
その他 2

投資その他の資産 7,630
投資有価証券 5,612
長期貸付金 3
保険積立金 1,650
退職給付に係る資産 221
繰延税金資産 5
その他 140
貸倒引当金 △3

資産合計 45,998
　

負債の部

科目 金額
流動負債 5,006

買掛金 2,653

電子記録債務 732

未払法人税等 539

賞与引当金 272

役員賞与引当金 40

有償支給取引に係る負債 67

その他 700

固定負債 1,237

繰延税金負債 803

退職給付に係る負債 367

その他 66

負債合計 6,244

純資産の部

株主資本 37,203

資本金 3,358

資本剰余金 3,715

利益剰余金 31,072

自己株式 △943

その他の包括利益累計額 2,550

その他有価証券評価差額金 2,341

退職給付に係る調整累計額 209

純資産合計 39,754

負債・純資産合計 45,998
　

(単位：百万円)
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連結損益計算書（自 2024年4月1日　至 2025年3月31日）

科目 金額

売上高 31,957

売上原価 22,160

売上総利益 9,797

販売費及び一般管理費 6,750

営業利益 3,046

営業外収益

受取利息 15

受取配当金 132

受取派遣料 12

その他 54 215

営業外費用

為替差損 73

その他 3 76

経常利益 3,184

特別利益

投資有価証券売却益 1

関係会社出資金売却益 187 188

特別損失

固定資産除却損 130

減損損失 14 144

税金等調整前当期純利益 3,228

法人税、住民税及び事業税 851

法人税等調整額 △2 848

当期純利益 2,379

親会社株主に帰属する当期純利益 2,379

(単位：百万円)
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類に係る会計監査報告

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 細矢　　聡
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 村松　通子

独立監査人の監査報告書
2025年５月20日

前澤給装工業株式会社
取締役会　御中

　

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、前澤給装工業株式会社の2024年４月１日から2025年３月31日までの連
結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査
を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、前澤給装工業株
式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対
して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計
算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類に係る会計監査報告

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当
該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実
施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するため
に、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可
能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 細矢　　聡
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 村松　通子

独立監査人の監査報告書
2025年５月20日

前澤給装工業株式会社
取締役会　御中

　

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、前澤給装工業株式会社の2024年４月１日から2025年３月31日ま
での第69期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細
書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に
従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対し
て意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類
等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にそ
の他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること
にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、
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我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実
施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際
して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業
の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示
しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可
能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第69期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成し
た監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役

等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その

他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子
会社については、子会社からの事業の報告や重要な決裁書類等を閲覧いたしました。さらに内部監査部門からは、子会社を
含む監査の結果について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及び
その子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定
める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取
締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他
における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また会計監査人から「職務の遂行が適正
に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平
成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び
連結注記表）について検討いたしました。
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2．監査の結果
(1)　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告
の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘す
べき事項は認められません。また、事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組みは、当該基本方針
に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするもの
ではないと認めます。

(2)　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3)　連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

前澤給装工業株式会社　監査役会

常勤監査役 黒谷　　潤 ㊞
社外監査役 伊藤　広樹 ㊞
社外監査役 櫻井　秀憲 ㊞

2025年５月20日

　

以　上
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トピックス

　当社は、2024年11月に環境保護とエネルギーの効率
化を目指し、福島工場の生産棟屋根に太陽光発電システ
ム（発電容量375kW）を設置いたしました。
　今回設置の最新技術を駆使した太陽光発電システム
は、高効率でエネルギーを生成することにより、年間約
200トンの二酸化炭素排出量の削減が見込まれ、工場全
体の５％程度の電力を賄う予定です。
　今後も持続可能な社会の実現に向けて、環境に配慮し
た取り組みを推進してまいります。

　当社は、多様な株主様のご要望を勘案しまして、
2024年度より株主優待品を電子マネー・ポイント等と
して自由にご利用いただける「選べるe-Gift」に変更い
たしました。2024年度の交換比率の高かった人気商品
は、「Amazonギフトカード」（33.3％）、「nanaco 
ギ フ ト 」 （15.3％ ） 、 「au PAYギ フ ト カ ー ド 」
（9.2％）となりました。
　2025年度につきましても、30種類を超える交換可能
商品をご用意させていただきましたので、是非ご利用く
ださい。

トピックス
福島工場に太陽光発電システムを導入しました

電子マネー・ポイント等としてご利用いただける株主優待制度

＊「選べるe-Gift」には交換期限が設けられておりますので、お早めにご希望商品に交換いただけますよう、お願い
申しあげます。
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裏表紙

株主総会会場ご案内図

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

N

三井住友銀行 
（目黒ヒルトップウォーク）

行人坂

権之助坂

目黒通り

大円寺

太鼓橋

アルコタワー

JR 山手線

目黒新橋

至 渋谷
至 白金台

至 五反田

東急目黒線

東京メトロ 南北線
都営地下鉄 三田線

東口ロータリー

目
黒
川

西 口

正面口

コンビニ

目 

黒 

駅

徒歩ルート

ホテル雅叙園東京
（2階 華しずか）

会 場

交 通

東京都目黒区下目黒一丁目８番１号

ホテル雅叙園東京 ２階 華しずか
TEL　03-3491-4111（代表）

⃝ご来場の株主様へのお土産のご用意はございませんのでご了承願います。

⃝専用の駐車場はご用意しておりませんので、公共交通機関をご利用くださ
いますようお願い申しあげます。

JR山手線
東急目黒線

東京メトロ 南北線
都営地下鉄 三田線

「目黒」駅西口より徒歩約 5 分


